
 

令和７年事業報告書 

（令和７年１月１日～令和７年１２月３１日） 

 

 

 

Ⅰ 法人の概況 

 １ 設立年月日 

   平成 ７年１０月２５日 

   平成２２年１０月 １日 公益社団法人に移行 
 
２ 定款に定める目的 

本法人は、県土の緑化運動及び緑の募金（緑の募金による森林整備等の推進に

関する法律（平成７年法律第８８号。以下「募金法」という。）第２条第２項の

「緑の募金」をいう。以下同じ。）を推進することにより、森林資源の造成、県

土の保全及び水資源のかん養並びに生活環境の緑化を図り、もって国土の緑化及

び国際的な緑化に寄与することを目的とする。 
 
３ 定款に定める事業内容 

① 緑化運動の総合企画 

② 植樹行事に関する事業 

③ 緑の募金の推進及び緑の募金による寄附金の管理 

④ 森林整備、緑化の推進及び森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力 

    （以下「森林整備等」という。）の実施及び森林整備等を行う者に対する交

付金の交付 

⑤ 森林整備等に関する調査研究及び情報の提供 

⑥ その他緑の募金の事業に関して必要な事項 

⑦ 緑化思想の普及及び啓発 

⑧ 公共施設の緑化に関する事業 

⑨ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
 
４ 所管官庁に関する事項 

   埼玉県 農林部 森づくり課 
 
５ 会員の状況 

種  類 当 期 末 前期末比増減 

正 会 員  ９４名   ０ 

賛助会員  ４２名    －２ 

合  計 １３６名    －２ 
 
６ 主たる事務所・支部の状況 

主たる事務所：埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１２番９号 

                       埼玉県農林会館内 



７ 役員等に関する事項 

令和７年１２月３１日 

役 職 氏 名 
常勤・ 

非常勤の別 
担当職務・現職 

会 長 大野元裕 非常勤 埼玉県知事 

副会長 吉田信解 非常勤 埼玉県市長会会長（本庄市長） 

副会長 井上健次 非常勤 埼玉県町村会会長（毛呂山町長） 

代表理事 岡 眞司 常勤 代表理事 

理 事 山野隆子 非常勤 埼玉県市長会常勤理事兼事務局長 

理 事 冨岡茂雄 非常勤 埼玉県町村会常勤理事兼事務局長 

理 事 吉田廣文 非常勤 埼玉県森林組合連合会代表理事会長 

理 事 島﨑政敏 非常勤 （一社）埼玉県木材協会会長 

理 事 星 裕治 非常勤 （一社）埼玉県治山林道協会理事 

理 事 坂本富雄 非常勤 埼玉県農業協同組合中央会代表理事会長 

理 事 磯田和彦 非常勤 前（一社）埼玉県建設業協会専務理事 

理 事 永井綾香 非常勤 （一社）埼玉県造園業協会事務局長 

理 事 飯田成寿 非常勤 （公社）埼玉宅地建物取引業協会会長 

理 事 山本照恵 非常勤 日本ボーイスカウト埼玉県連盟副理事長 

理 事 河野大士 非常勤 （株）埼玉りそな銀行県庁支店長 

理 事 風見匡広 非常勤 （株）武蔵野銀行公共法人担当部長兼県庁前支店長 

理 事 安藤英美 非常勤 埼玉縣信用金庫常務理事浦和・浦和東・西堀支店長 

理 事 阿久戸佳代 非常勤 （株）埼玉新聞社県北支社支社長代理 

理 事 新井千里 非常勤 （株）テレビ埼玉取締役報道制作局・スポーツ局担当報道制作局長兼スポーツ局長 

監 事 古屋宏樹 非常勤 学識経験者 

監 事 鷲巣浩之 非常勤 （一社）埼玉県農林会舘専務理事 

 

 

 

  



８ 職員に関する事項 

 職員数 前期末比増減 

男子  ０名      ０ 

女子  ２名      ０ 

合計又は平均  ２名      ０ 
 

９ 許認可に関する事項 

平成２２年９月２７日付けで、埼玉県知事より、一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第５０号）第４４条の規

定に基づき、公益社団法人として認定される。 

 

Ⅱ 事業の状況 

１ 事業の実施状況 

                                             自   令和７年 １月 １日 

                                             至   令和７年１２月３１日 

令和７年３月２１日に開催した定時総会の議決に基づき、県民の緑化思想の高

揚と緑化運動推進のための諸事業を、埼玉県・市町村及び関係団体の支援を得

て、次のとおり実施した。 

令和７年５月には天皇陛下のご臨席を賜り、第７５回全国植樹祭が埼玉県の秩

父ミューズパークにおいて開催された。全国植樹祭により緑化への関心が高まっ

ている中で、緑の募金運動の拡充と緑化の幅広い展開を推進した。 

・募金活動は、２６年目を迎える家庭募金のほか、街頭募金や企業募金の推進等

により、募金額の増額に努めた。 

・緑化事業としては「緑の募金」及び「ゴルフ緑化促進会委託金」を原資として、

その推進に努めた。 

・森林整備等への取り組みとしては森林整備活動や森林ボランティア活動などへ

の助成を通じて支援した。 
 

（１）緑の募金事業                                                    

１）緑の募金募集事業 

    ア 募金実績  

募金目標額       ７，８００万円 

募 金 額     ７，５０１万円（対前年比 １０３.２％） 

達 成 率      ９６.２％ 
 

イ  募金期間 

春  ２月１５日～ ５月３１日 

         （内緑の募金強化月間 ４月１５日～５月１４日） 

秋  ９月 １日～１０月３１日 
 
    ウ  募金方法 

（ア）家庭募金 

市長会・町村会の支援のもとに、市町村・自治会等の協力を得ながら

家庭募金を３５市区町村において実施した。家庭募金は今年度が２６年



目であるが、各町会・自治会等の支援の下に大きな成果を得ることが出

来た。（実施市町村：別表のとおり） 

（イ）街頭募金 

春の募金強化月間中の５月４日（みどりの日）を中心に大宮、浦和、 

獨協大学前、与野本町、せんげん台、東飯能、長瀞、飯能、越生、北朝霞、

朝霞台、和光市、吉川、武蔵嵐山、西浦和、さいたま新都心、東大宮、 

谷塚、岩槻、南浦和、熊谷、草加、南与野、吹上、坂戸、西大宮、行田、

川越、東浦和、所沢、西武秩父の各駅前等において、ボーイスカウト、緑

の少年団等の協力により募金を行った。 

秋の募金期間中には、彩の国食と農林業ドリームフェスタ会場（熊谷

市：くまがやドーム前）と、市町村による産業祭等のイベントで募金活

動を行った。 

（ウ）職場募金  

県庁各課所・地域機関、県警本部・各警察署、各市町村、各種団体、自

衛隊駐屯地、武蔵野銀行、ＪＡの各職場等で募金を実施した。 

（エ）企業募金 

埼玉縣信用金庫、みどりの団体、ダイドードリンコ等からの一般募金

のほか、CO2 吸収を促進する森林整備を支援する使途限定募金への協力

があった。 

（オ）学校募金 

小・中・高等学校の児童、生徒等を対象に募金活動を行った。 
 

エ 募金に使用した資材等 

区   分 
学校・職場・街頭募金 

数  量 
家庭募金 
数  量 

羽根（本）         1,101,800      449,000 

シール（枚） ―       49,200 

バッジ（個）             3,007       ― 

ネクタイピン（個）               400 ― 

ストラップ（個）              742 ― 

ボールペン（本）               192 ― 

マグネット（個）              703 ― 

コースター（個）        794 ― 

カラー刷りチラシ（枚）             3,830      148,840 

封筒（各戸用小）（枚） ―      178,290 

封筒（回覧用中）（枚） ―       54,046 

封筒（取りまとめ用大）（枚） ―        4,096 

封筒（角２）（枚）             2,440 ― 

手提げ袋（枚）         ―        2,260 

募金ポスター（枚）             2,682          706 

募金箱（街頭用）（個）               353 ― 

募金依頼文書（枚）             2,530       58,677 

払込取扱票（枚） 3,139        6,662 



 
オ 普及啓発事業 

春の緑の募金運動期間中には、新聞、テレ玉のスポットＣＭ、ポスター等

により募金協力の呼びかけを行った。 

埼玉県、埼玉県産業教育振興会との共催により、学校の環境緑化の推進

と緑化思想の啓発を図るため、県内の小・中・高等学校を対象に学校環境緑

化コンクールを開催した。審査の結果、優秀校５、優良校６、良好校５、計

１６校を入賞と決定した。この表彰については、令和８年定時総会におい

て行う。また、優秀校の秩父市立久那小学校、加須市立昭和中学校を全日本

学校環境緑化コンクールに本県代表として推薦することとした。 

埼玉県、埼玉県教育委員会との共催により、県内小・中・高等学校３９校

の児童生徒から緑化運動ポスター原画を募集し、その応募総数２０８点の

内３６点を入選とし、７点を全国コンクールに推薦して緑化思想の普及を

図った。 

令和６年緑の募金運動の実施に優秀な成績を収めた小・中・高等・特別支

援学校６校、ボーイスカウト３団、緑の少年団１団、家庭募金協力自治会３

会、ゴルフ場１クラブ、その他５団体に対し、感謝状を贈呈した。 
 

２）緑の募金緑化事業 

所沢市ほか２７箇所で市町村等が実施した苗木配布・植樹等の緑化活動に

対して助成するとともに秩父市ほか２箇所において使途限定募金による森林

整備に対して助成した。 

また、川越市ほか３３市町村が実施した緑化及び森林整備事業等に対し、

家庭募金を原資として助成した。 
 

３）緑の少年団の育成事業 

寄居小学校緑の少年団のほか３９団に対し、自然観察等の活動費の一部を

助成した。 
 

４）森林整備活動支援事業 

森林ボランティア等の県民参加による森林整備等の活動を支援するため助

成した。 
 

５）広域的緑化推進事業 

「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」第１８条の規定により、

公益社団法人国土緑化推進機構から要請された額１,７０３千円を同機構に交

付した。この交付金は全国的な規模で実施する「緑の募金」のＰＲ、緑化活動

資金及び広域的な森林整備、また緑化の推進に係る国際協力等の使途に供さ

れる。 

  

（２）緑化推進事業 

１）緑化普及啓発事業 

国土緑化運動の推進 

緑化活動を集中的かつ効果的に展開するため、「みどりの日」を中心とした

緑の募金運動に合わせ、緑化ポスター、雑誌（募金だより、緑の少年団）等の

配布を行った。 



 
２）緑と水の森林ファンド事業 

(公社)国土緑化推進機構の「緑と水の森林ファンド」の運用益の配分を受

けて次の事業を実施した。 

ア さいたま森林フォトコンテスト事業 

本県の森林や緑の豊かさ、美しさを再認識してもらうとともに、森林・林

業への理解を深めてもらうため、埼玉新聞社との共催で「第３４回さいた

ま森林フォトコンテスト」を開催した。応募総数は３９１点で審査の結果、

特選等８、入選１２計２０点を入賞とし埼玉県知事賞や緑化推進委員会賞

等を授賞式において授与した。この２０点について、授賞式会場及び県庁

渡り廊下で展示を行った。 
 

イ 緑の少年団育成事業 

緑の少年団が一堂に会し、自然環境の中での活動を通じて、森林につい

ての理解と相互の交流を深めるための交流会を開催した。 
 

ウ 緑化普及啓発事業 

広く県民に対し緑化活動への参加促進を図るため、広報活動を行った。 
 

エ 全国植樹祭関連事業 

第７５回全国植樹祭の開催機運を高めるため、植樹イベント等を実施し

た。 
 

３）ゴルフ緑化促進会委託事業 

(公社)ゴルフ緑化促進会からの委託を受けて、市町村、学校、団体等が４

箇所で実施した公共施設等への樹木の植栽等に対し助成した。 

 

 

２ 重要な契約に関する事項 

   なし 

 

  



３ 役員会等に関する事項 

年 月 日 事    項 

Ｒ７．１．１０ 

２． ４ 

   ２．１３ 

   ３．２１ 

   ３．２１ 

   ５． ７ 

   ５．２５ 

６． ４ 

７．２８ 

  ７．２９ 

  ８．２７ 

   ８．２８ 

 １０．２７～２８ 

１１． ６ 

 １２． ９ 

 １２．１６ 

１２．１８ 

全国植樹祭実行委員会第７回総会（庁議室、Ｗｅｂ会議） 

監事会（さいたま市 埼玉教育会館） 

第一回 理事会（さいたま市 埼玉教育会館） 

令和７年定時総会（さいたま市 県民健康センター） 

第二回 理事会（さいたま市 県民健康センター） 

第三回 理事会（書面） 

第７５回全国植樹祭（秩父ミューズパーク） 

ゴルフ緑化促進会委託事業部会（さいたま市 埼玉教育会館） 

緑の募金緑化事業推進会議（さいたま市 県民健康センター） 

緑の少年団指導者育成協議会（寄居町 寄居林業事務所） 

全国緑化推進委員会連絡協議会総会（東京都 アルカディア市ヶ谷） 

（公社）国土緑化推進機構定時総会（東京都 アルカディア市ヶ谷） 

流域調整検討会議（茨城県 水戸市） 

ゴルフ緑化促進会委託事業部会（さいたま市 埼玉教育会館） 

第一回 緑の募金運営協議会（さいたま市 埼玉教育会館） 

 全国緑化推進委員会連絡協議会（東京都 アルカディア市ヶ谷） 

第四回 理事会（さいたま市 県民健康センター） 

 
４ 正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移 

     単位：千円 

事 業 年 度 
Ｒ３年   

１２月期 

Ｒ４年   

１２月期 

Ｒ５年   

１２月期 

Ｒ６年   

１２月期 

Ｒ７年   

１２月期 

当期経常増減額 102 6,180 △1,115 △1,527 △5,567 

当期経常外増減額 117 0 96 0 0 

当期一般正味財産増減額 219 6,180 △1,019 △1,527 △5,567 

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 

資 産 合 計  65,064 70,626 72,614 72,960 68,631 

負 債 合 計 24,124 23,506 26,512 28,385 29,624 

正 味 財 産 40,941 47,120 46,101 44,575 39,007 

 


